
（更新日）　令和８年３月27日時点

No. 質問種別 質問 回答 追記日

■　共通事項・一般質問

1 申請方法
交付申請書様式はどこで手に入れること
ができますか？

岡山県長寿社会課のホームページに『交付申請書様式（Excelファイル）』
を掲載しております。ホームページからダウンロードいただき、シートの案
内や記載例を参考に必要事項のご記載をお願いします。

2 申請方法
変更承認申請書と実績報告書の様式はど
こで手に入れることができますか？

『変更承認申請書様式（Excelファイル）』及び『実績報告書様式（〃）』につ
いては、現在岡山県長寿社会課のホームページに掲載しておりません。
今後、県から事業者に上記資料の作成及び提出を依頼する適切なタイミ
ングで掲載させていただく予定となっております。

3 申請方法
交付申請は介護サービス事業所・施設単
位で申請を行いますか？

本補助金は法人単位で申請いただきます。
しかし、介護サービス事業所・施設ごとに作成していただく様式（別紙様式
1-2（個票））がございますので、同一の法人が複数の事業所等を運営さ
れている場合は、申請者（法人）が各事業所等のとりまとめを行った上で
ご申請ください。

4 申請方法
法人において、申請することができる介護
サービス事業所・施設数に上限はあります
か？

申請いただける介護サービス事業所・施設数に上限はございません。

5 申請方法

例えば、介護老人保健施設は『介護事業
所等に対するサービス継続支援事業』と
『介護施設等に対するサービス継続支援
事業』のどちらの対象施設にも該当します
が、両方の事業を申請することは可能です
か？

お見込みのとおり両方の事業を申請いただくことが可能です。
本補助金の交付申請書様式等は２つの事業の共通様式となっているた
め、別紙様式1-2（個票）において、事業ごとに補助上限額が表示されま
すので、各事業ごとに所要額をご記載ください。

6 申請方法
電子メール又は郵送による申請は可能で
すか？

本補助金は原則『岡山県電子申請サービス』を提出専用窓口としており
ますので、それ以外の方法による提出は想定しておりません。
ただし、特段の事情がある場合は、郵送による提出に限り申請を受け付
けることとしています。（※電子メールによる提出は不可）

7
対象事業所・
施設

補助金の対象となる事業所・施設を教えて
ください。

県内に所在し、交付申請時点で指定等を受けている介護サービス事業
所・施設等が対象となります。
事業によって対象が異なるため、『岡山県補助金交付要綱別添１、２』を
ご確認ください。

8
対象事業所・
施設

軽費老人ホームA型については、介護保
険の指定を受けていないため、補助対象
外となりますか？

養護老人ホーム及び軽費老人ホームについては、未指定の施設も含め
て補助対象となります。
そのため、事業実施計画書（別紙様式１－２<個票>）の介護保険事業所
番号をご記載いただく項目については、空欄の状態でご提出ください。

2026/3/11

9
対象事業所・
施設

介護サービス事業所・施設は岡山県内に
所在するが、申請する法人の所在地が岡
山県外である場合、申請することはできま
すか？

申請する法人の所在地が岡山県外であっても、介護サービス事業所・施
設の所在地が県内である場合は、補助の対象となるため、申請すること
ができます。
ただし、県外に所在する事業所等については対象外となりますので、申
請することはできません。

10
対象事業所・
施設

休止中の介護サービス事業所・施設は補
助の対象となりますか？

休止中の介護サービス事業所・施設等は補助の対象外となります。
ただし、交付申請時点で事業を再開している場合は補助の対象となりま
す。

11 対象経費
国の実施要綱や県の交付要綱などで対象
経費として明記されている品目のみが補
助の対象となりますか？

国や県が対象経費としてお示ししている品目は、あくまで想定される設備
備品等を例示したものに過ぎないため、本事業の目的に則した設備備品
等を選定する場合は、幅広く対象経費といたします。

12 対象経費
交付決定前に購入した物品や設備備品、
食料品等は補助の対象となりますか？

県から交付決定を受ける前に購入した物品や設備備品、食料品等につ
いては、補助の対象外です。
そのため、県からの交付決定後に、購入等していただく必要がございま
す。

13 対象経費
交付申請時、所要額に記載する金額は消
費税額を含みますか？

お見込みのとおりです。
消費税額を含めた金額で所要額の欄にご記載ください。
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14 対象期間
今回申請する経費の補助対象期間を教え
てください。

対象期間については、国も明確に定めていないことから、要綱上でも明
記しておりませんが、"県から交付決定を受けた日"から"実績報告日"ま
でが補助対象期間となります。

現時点では、６月上旬に県から交付決定を行い、11月頃から実績報告の
受付開始を予定しているため、具体的な期間でお示しするのであれば、７
月から１０月の４か月間で事業実施していただくことを想定しております。

2026/3/27

15 基準単価
基準単価にある“定員数”の基準日はいつ
ですか？

令和７年４月１日時点です。

16 基準単価
令和７年４月２日以降に開設した施設等の
“定員数”の基準日はいつになりますか？

開設日時点の定員数となります。

17 基準単価
交付要綱の別紙１、２で示されている基準
単価は満額交付してもらえますか？

本事業は県の予算の範囲内で実施することとなっているため、交付申請
の受付終了後に、事業者からの申請総額が予算額を超過した場合は、
交付決定額が基準単価で示す額を下回る可能性がございます。
ただし、県の交付決定後、国から県に対し国費の追加交付があった場合
は、10月頃に交付決定額の増額変更を行う予定です。

18 交付決定
交付決定時期はいつ頃を予定しています
か？

令和８年６月初旬を予定しております。

19
交付決定の
内容変更

交付決定額が申請額満額でなかった場
合、対象経費を変更することはできます
か？

軽微な変更であれば、対象経費の変更を理由とした変更承認申請は不
要です。実績報告の際に実際に購入等した対象経費をご記載ください。
※軽微な変更に該当するか確認を希望する場合は、岡山県補助金交付
要綱をご確認いただいた上で、岡山県事務局までお問い合わせください。

20 実績報告
実績報告の時期はいつ頃を予定していま
すか？

令和８年10月頃を予定しておりますが、時期が変更となる可能性もござい
ますので、確定し次第ホームページ等でご案内する予定です。

21 実績報告
交付決定後に早期に事業完了した場合、
10月より前に実績報告をすることはできま
すか？

県の交付決定後に、国から県に対し国費の追加交付があった場合は、交
付決定額の増額変更を10月頃に行う予定であるため、早期に事業を完
了したとしても、県から実績報告の受付開始の案内があるまでは、報告
することができませんので、ご了承ください。

22 実績報告
実績報告をする際に、購入等した経費の
証拠書類（領収書、レシート等）を添付する
必要はありますか？

本補助金においては、証拠書類の添付を省略することとしています。
その代わり、実績報告書に記載いただいた対象経費の証拠書類につい
ては、各介護サービス事業所・施設において、適切に保管していることを
申請者(法人)に誓約していただきます。（実績報告書添付書類別紙様式
３－３）
また、県から申請者に対し証拠書類の提出を求めた場合は、速やかにご
提出いただく必要がございますので、その旨ご留意ください。

23 補助金交付
補助金の交付時期はいつ頃を予定してい
ますか？

補助金の交付は２回に渡って行う予定です。
１回目は、令和８年６月中旬頃に交付決定した額の補助金を概算交付い
たします。
２回目は、実績報告額と１回目の交付済額に差額が生じている場合、そ
の差額分の補助金を精算交付いたします。（令和８年12月頃を予定）

24 補助金交付
補助金は申請した介護サービス事業所・
施設の金融機関口座に直接振り込まれま
すか？

本補助金は法人単位で申請いただくため、補助金の振込先口座は、申請
者（法人）が交付申請時に指定した１つの口座に限らせていただきます。
そのため、県から補助金の交付を受けた申請者（法人）から各事業所等
の金融機関口座にお振り込みいただくようお願いします。

25 その他
本補助金と3月19日から申請受付を開始
する『医療・福祉施設等物価高騰対策支援
金』の両方を申請することは可能ですか？

可能です。
本補助金と『医療・福祉施設等物価高騰対策支援金』については、対象と
なる事業所・施設や物価高騰対策という支援内容は一部重複しておりま
すが、対象期間も異なることから、両方申請いただくことが可能となってお
ります。
交付申請の受付期間が重複しているため、申請時にはご注意ください。
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■　介護事業所等に対するサービス継続支援事業（設備・備品等購入支援）

26
対象事業所・
施設

訪問介護事業所及び通所介護事業所につ
いては、延べ訪問回数（利用者数）によっ
て基準単価が異なりますが、この回数（利
用者数）はどの期間を対象としています
か？

訪問介護事業所及び通所介護事業所の事業所規模については、令和７
年４月サービス提供分から９月サービス提供分までの平均により算定し
ております。
厚生労働省が上記の基準により算定した『岡山県サービス継続支援事業
_訪問介護事業所・通所介護事業所の事業所規模一覧』を岡山県長寿社
会課のホームページに掲載しておりますので、そちらから自事業所がど
の区分に該当しているかをご確認ください。

27
対象事業所・
施設

『岡山県サービス継続支援事業_訪問介護
事業所・通所介護事業所の事業所規模一
覧』で示されてる延べ訪問回数（利用者
数）を確認した結果、リスト上の規模（該当
区分）について、事業所側の認識と齟齬が
ある場合は、該当区分の変更を求めること
ができますか？

訪問介護事業所及び通所介護事業所の事業所規模については、厚生労
働省が令和７年４月サービス提供分から９月サービス提供分までの平均
により算定したものとなりますが、この算定結果に齟齬がある場合は、事
業所側で把握している当該期間中の請求実績等の利用者数を確認でき
る資料を交付申請時にご提出ください。
その内容を審査した結果、県が適正と認める場合は、該当区分の変更対
応を行います。
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28
対象事業所・
施設

『岡山県サービス継続支援事業_訪問介護
事業所・通所介護事業所の事業所規模一
覧』には地域密着型通所介護事業所が
載っていませんが、補助対象外ですか？

地域密着型通所介護事業所は補助の対象となります。
ただし、利用者数に応じて区分がある通所介護事業所と異なり、地域密
着型通所介護事業所は基準額が200千円/事業所となっているため、『岡
山県サービス継続支援事業_訪問介護事業所・通所介護事業所の事業所
規模一覧』には記載されておりません。
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29
対象事業所・
施設

介護予防・日常生活支援総合事業を実施
する介護事業所等は補助の対象となりま
すか？

補助の対象外です。

30
対象事業所・
施設

介護保険法による医療系サービスのみな
し指定の事業所は補助の対象に含まれま
すか？

補助の対象に含まれます。
ただし、介護サービスの提供実績がない（介護報酬の請求実績がない）
場合は、補助の対象外となります。

31
対象事業所・
施設

基準該当サービス事業所や離島等相当
サービス事業所について、補助対象に含
まれますか？

補助対象に含まれます。

32
対象事業所・
施設

介護事業所が共生型障害福祉サービスの
指定を受けている場合、共生型障害福祉
サービスの利用者は、訪問介護の延べ訪
問回数、通所介護の延べ利用者数の算定
に含まれますか？

算定に含まれません。
訪問介護事業所の延べ訪問回数、通所介護事業所の延べ利用者数につ
いては、『岡山県サービス継続支援事業_訪問介護事業所・通所介護事
業所の事業所規模一覧』にて、ご確認ください。

33
対象事業所・
施設

障害福祉サービス事業所が共生型介護保
険サービスの指定を受けている場合、補
助対象に含まれますか。含まれる場合の
補助上限はどうなりますか？

補助対象に含まれます。
１事業所あたり20万円が補助上限額となります。

34
対象事業所・
施設

施設の空床利用により短期入所生活介護
を実施している場合、当該利用者数につい
て補助対象に算定されますか？

施設の空床利用により短期入所生活介護を実施している場合、元の施設
に対して定員数に応じた補助が行われることから、空床利用の利用者分
については補助対象となりません。
なお、認知症対応型共同介護等で短期入所利用を実施している場合も、
元の事業所として補助対象としていることから、短期利用者分について別
途補助対象とすることはありません。

35
対象事業所・
施設

同一事業者が同じ事業所所在地で、訪問
介護事業と通所介護事業を実施している
場合、それぞれが補助対象になります
か？

指定サービス毎に補助対象とすることを想定しているため、それぞれが
補助の対象となります。
なお、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）については、一
つの事業所として補助対象となります。

36 対象経費
明確に補助の対象外となる経費や品目は
ありますか？

本補助金は設備備品等の“購入”に係る経費を補助対象としているため、
研修の実施費用や外部事業者への委託経費等は対象外となります。
また、設備単体の購入経費は対象となりますが、それに伴う設置工事費
用や建物等の修繕費用、１件当たりの取得費用が30万円以上となる備品
等についても補助対象外となります。

37 対象経費
設備・備品等を購入する上で１件当たりの
取得費用の上限はありますか？

１件当たりの取得費用が30万円以上となる備品等は県の規則上財産処
分制限の対象となるため、補助の対象外となります。
本補助金は資産形成の支援を目的とした事業ではないことから、上記の
制限を設けております。

38 対象経費
２つの事業所で１つの備品等を共用する場
合、購入経費を案分して申請することはで
きますか？

本補助金は各事業所・施設単位で必要となる設備備品等の購入経費を
支援する観点から、複数事業所で購入経費を案分して申請することはで
きません。
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39 対象経費

電気料金について、複数の事業所が１つ
の建物内に入っており、事業所ごとの電気
料金を計上できない場合は、どうすればよ
いですか？

同一建物内に複数の事業所が入っており、事業所ごとの電気料金が特
定できない場合は、定員数や事業所面積等の理屈をもって案分した金額
を事業所ごとに計上してください。
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40 対象経費
特殊事情により、実績報告までに納品が
間に合わない可能性がある場合、どうすれ
ばよいですか？

実績報告までに納品が間に合わない可能性がある対象経費についても、
申請いただいてかまいません。納品が間に合った場合、申請どおりの内
容で実績報告していただき、納品が間に合わなかった場合は、対象経費
を別のものに置き換えて実績報告してください。
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■　介護施設等に対するサービス継続支援事業（食材料費等購入支援）

41 対象施設 補助対象施設の選定理由は何ですか？
運営基準において、食事の提供をしなければならないと規定されている
施設が対象とされています。

33 対象施設

グループホーム（認知症対応型共同生活
介護）は、運営基準において、食事の提供
が義務付けられているにも関わらず、なぜ
対象施設から外れているのですか？

本補助金の対象施設については、国の実施要綱で示されており、上記の
選定理由についても国のQ＆Aで示された内容であるため、グループホー
ムが補助対象施設から外されている理由について、県から回答すること
はできかねます。
ただし、グループホームにて入居者に食事提供していることについては、
当課でも認識していることから、『令和７年度医療・福祉施設等物価高騰
対策支援金』において、本補助金の対象施設よりも基準額を引き上げる
（上乗せする）ことで対応させていただいております。
＜基準単価＞　1.9万円/１定員　➡　2.8万円/１定員
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43 対象施設
公立の介護施設も補助の対象となります
か？

補助の対象となります。

44 対象施設
セントラルキッチンの利用など、食事の準
備を外部委託している場合、その委託経
費は補助の対象となりますか？

補助の対象となります。

45 対象経費
食事提供に係る職員の賃金は対象経費に
含めることができますか？

本補助金は食材料費の購入に係る経費を補助対象としているため、施設
職員の人件費を含めることはできません。
ただし、食事の準備を外部委託している施設については、その委託経費
を対象として差し支えません。


